
 

 

 

 

西松アセットマネジメント㈱ 

会社名 西松アセットマネジメント株式会社 
 
所在地 〒 105-0001 東京都港区虎ノ門一丁目16番17号 虎の門センタービルディング3階 

 電話 03-5521-0980 ファックス 03-5521-0981 

   HPアドレス http://www.nishimatsu-am.com/ 

代表者 代表取締役  橋本 幸治 

金融商品取引業登録番号 関東財務局長(金商)第2576号 登録年月日 平成23年９月16日 

協会会員番号 012-02544   

業務開始年月 平成23年11月１日 資本金 1.25億円 

作 成 部 署 コンプライアンス・オフィサー 電 話 03-5521-0980 

 

１．業の種別 

投資運用業 １．法第２条第８項第12号イに係る業務 ②．法第２条第８項第12号ロに係る業務 

３．法第２条第８項第14号に係る業務 ４．法第２条第８項第15号に係る業務 

投資助言・代理業 ①．法第２条第８項第11号に係る業務 ２．法第２条第８項第13号に係る業務 

第一種・第二種業 １．法第28条第１項に係る業務 ②．法第28条第２項に係る業務 

 

２．主な営業所、子法人等、提携企業 

区分 名称 所在地 

該当なし   

   

   

 

３．主な株主 

株主名 議決権 

保有比率 

 株主名 議決権 

保有比率 

西松建設株式会社 80％   ％ 

伊藤忠商事株式会社 20％   ％ 

 ％   ％ 

 ％   ％ 

 ％   ％ 

 

４．財務状況（直近３年度分）  （単位：百万円）

決算期 投資顧問部門収益 全体収益 経常損益 当期純損益 純資産額 

2022年３月期 46 128 △17 △13 208 

2021年３月期 72 195 15 7 356 

2020年３月期 271 294 100 67 417 

 

５．組織 

①役職員総数  13  名 

②運用業務従事者数  4  名 

 内 ファンド･マネージャー数  1  名、平均経験年数 15 年 3 ヵ月 

③一般社団法人不動産証券化協会認定マスター保有者数  3  名 

 



 

 

 

 

西松アセットマネジメント㈱ 

＜組織図＞ 

 

 

 

 



 

 

 

 

西松アセットマネジメント㈱ 

７．契約資産 

①契約資産状況（2022年３月末現在） （金額単位：百万円）

  投資運用 投資助言 

 

 

件数 

内 、 二 層

構 造 フ ァ

ン ド で の

親SPCとの

契約件数 

金額 

内 、 二 層

構 造 フ ァ

ン ド で の

親SPCとの

契約金額 

件数 

内 、 二 層

構 造 フ ァ

ン ド で の

親SPCとの

契約件数 

金額 

内 、 二 層

構 造 フ ァ

ン ド で の

親SPCとの

契約金額 

国

内 

不動産関連有価証券 - - - - 1 - 7,160 - 

その他 - - - - - - - - 

国内 合計 - - - - 1 - 7,160 - 

          

海

外 

不動産関連有価証券 - - - - - - - - 

その他 - - - - - - - - 

海外 合計 - - - - - - - - 

          

総合計 - - - - 1 - 7,160 - 

 

②投資対象別運用状況（2022年３月末現在） （金額単位：百万円）

 
件数 

内、二層構造ファンドで

の親SPCとの契約件数 
金額 

内、二層構造ファンドで

の親SPCとの契約金額 

国内不動産関連有価証券特化型 - - - - 

国 内 そ の 他 - - - - 

国 内 合 計 - - - - 

     

外国不動産関連有価証券特化型 - - - - 

外 国 そ の 他 - - - - 

外 国 合 計 - - - - 

     

グローバル不動産有価証券特化型 - - - - 

グ ロ ー バ ル そ の 他 - - - - 

グ ロ ー バ ル 合 計 - - - - 

 



 

 

 

 

西松アセットマネジメント㈱ 

８．運用の特色（投資哲学、運用スタイル等） 

 

当社は、伊藤忠商事株式会社の全額出資により2011年3月に設立された資産運用会社を前身とし、2021年10月に

西松建設株式会社が株式の80％を取得し、「西松アセットマネジメント株式会社」に商号変更となりました。 

お客様の資産運用の受託及び助言、お客様による有価証券の売買の媒介及び私募の取扱い等を主要な業務とし

ております。 

 

運用又は助言においては、対象となる資産が主として不動産を原資産とする不動産信託受益権であり、合同会

社を営業者とした匿名組合方式によるいわゆる不動産ファンドの形態等で、合同会社による不動産信託受益権の

保有に際して、当該合同会社及びその匿名組合員となる投資家の皆様をお客様としております。 

また、有価証券の売買の媒介又は私募の取扱いにおいては、合同会社による不動産信託受益権の取得若しくは

譲渡、又は合同会社が発行する匿名組合出資持分の投資家の皆様による取得・譲渡に際して、当該合同会社及び

その匿名組合員となる投資家の皆様をお客様としております。 

 

なお、当社は、主として金融商品への投資経験が豊富な法人の特定投資家をお客様として金融商品・サービス

を提供しており、お客様に投資をしていただくにあたっては、あらかじめ案件の概要、想定されるリスク等をお

客様に説明し、かつ、当社の業務に対する報酬を含め、お客様のご要望も踏まえたご契約条件についてお客様と

協議し、ご同意いただいたのち、主として不動産を原資産としたファンドをその都度組成する、オーダーメイド

型のサービスを基本としております。 

 

 

 



 

 

 

 

西松アセットマネジメント㈱ 

９．投資に関する意思決定プロセス 
 

 

10．運用受託報酬・投資助言報酬 

８に記載したとおり、当社のサービスはオーダーメイド型の運用又は助言を基本としており、当社は、お客様

とのご協議のなかで、当社が頂戴する報酬等の額及びその計算方法も含め、お客様に対して誠実かつ十分にお取

引条件をご説明しご理解を得たうえ、当社とお客様との合意により決定した内容を契約書その他の書面により明

示いたします。 

このように、当社が頂戴する報酬等は、当社及びお客様の合意により決定させていただいておりますが、不動

産ファンドの運用の受託又は助言において基準又は標準として想定する報酬の額及びそのお支払条件は、次のと

おりです。 

①報酬の額 

イ）アクイジション・フィー 

投資対象不動産等のファンドによる取得に係る報酬として、取得価格の0.5～3％（消費税別）程度 

ロ）アセットマネジメント・フィー 

投資対象不動産等の運用又は助言に係る１年あたりの報酬として、取得価格又は直近の鑑定評価額の

0.3～0.7％（消費税別）程度 

ハ）ディスポジション・フィー 

投資対象不動産等のファンドによる譲渡に係る報酬として、譲渡価格の0.5～3％（消費税別）程度 

ニ）インセンティブ・フィー 

投資対象不動産等のファンドによる譲渡に係る報酬として、ディスポジション・フィーとは別に、一

定の投資リターン水準を超過する利益額に料率を乗じた額 

②報酬のお支払条件 

イ）アクイジション・フィー 

不動産ファンドによる投資対象不動産等の取得時に一括 

ロ）アセットマネジメント・フィー 

3か月～6か月ごと 

ハ）ディスポジション・フィー 

不動産ファンドによる投資対象不動産等の譲渡時に一括 

ニ）インセンティブ・フィー 

不動産ファンドによる投資対象不動産等の譲渡時に一括 

 

 



 

 

 

日神不動産投資顧問㈱ 

会社名 日神不動産投資顧問株式会社 
 
所在地 〒 160-8411 東京都新宿区新宿五丁目８番１号 

 電話 03-5360-2050 ファックス 03-5360-2068 

   ＨＰアドレス http://nisshin-reia.com/ 

代表者 代表取締役  日置 健 

金融商品取引業登録番号 関東財務局長(金商)第2830号 登録年月日 平成27年4月3日 

協会会員番号 012-02702   

業務開始年月 平成27年4月 資本金 150百万円 

作 成 部 署 管理部 電 話 03-5360-2058 

 

１．業の種別 

投資運用業 ①．法第２条第８項第12号イに係る業務 ②．法第２条第８項第12号ロに係る業務 

３．法第２条第８項第14号に係る業務 ４．法第２条第８項第15号に係る業務 

投資助言・代理業 ①．法第２条第８項第11号に係る業務 ２．法第２条第８項第13号に係る業務 

第一種・第二種業 １．法第28条第１項に係る業務 ２．法第28条第２項に係る業務 

 

２．主な営業所、子法人等、提携企業 

区分 名称 所在地 

   

   

 

３．主な株主 

株主名 
議決権 
保有比率 

 株主名 
議決権 
保有比率 

日神不動産株式会社   73％   ％ 

株式会社アトリウム 13％   ％ 

株式会社ジェイ・エス・ビー 9％   ％ 

株式会社アンビションDXホールディ

ングス 
5％   ％ 

 ％   ％ 

 

４．財務状況（直近３年度分）  （単位：百万円）

決算期 投資顧問部門収益 全体収益 経常損益 当期純損益 純資産額 

2022年3月期 127 177 5 4 336 

2021年3月期 105 257 23 15 332 

2020年3月期 91 268 13 10 316 

 

５．組織 

①役職員総数   22  名 

②運用業務従事者数   6  名 

 内 ファンド・マネージャー数   2  名、平均経験年数  8年 7 ヵ月 

③一般社団法人不動産証券化協会認定マスター保有者数  4   名 



 

 

 

日神不動産投資顧問㈱ 

＜組織図＞ 
 

 

 



 

 

 

日神不動産投資顧問㈱ 

７．契約資産 

①契約資産状況（2022年3月末現在） （金額単位：百万円）

  投資運用 投資助言 

 

 

件数 

内 、 二 層

構 造 フ ァ

ン ド で の

親SPCとの

契約件数 

金額 

内 、 二 層

構 造 フ ァ

ン ド で の

親SPCとの

契約金額 

件数 

内 、 二 層

構 造 フ ァ

ン ド で の

親SPCとの

契約件数 

金額 

内 、 二 層

構 造 フ ァ

ン ド で の

親SPCとの

契約金額 

国

内 

不動産関連有価証券 1 - 37,621 - - - - - 

その他 - - - - - - - - 

国内 合計 1 - 37,621 - - - - - 

          

海

外 

不動産関連有価証券 - - - - - - - - 

その他 - - - - - - - - 

海外 合計 - - - - - - - - 

          

総合計 1 - 37,621 - - - - - 

 

②投資対象別運用状況（2022年3月末現在） （金額単位：百万円）

 
件数 

内、二層構造ファンドで

の親SPCとの契約件数 
金額 

内、二層構造ファンドで

の親SPCとの契約金額 

国内不動産関連有価証券特化型 1 - 37,621 - 

国 内 そ の 他 - - - - 

国 内 合 計 1 - 37,621 - 

     

外国不動産関連有価証券特化型 - - - - 

外 国 そ の 他 - - - - 

外 国 合 計 - - - - 

     

グローバル不動産有価証券特化型 - - - - 

グ ロ ー バ ル そ の 他 - - - - 

グ ロ ー バ ル 合 計 - - - - 

 



 

 

 

日神不動産投資顧問㈱ 

８．運用の特色（投資哲学、運用スタイル等） 

長年に亘り東京圏で分譲マンションの供給を継続する株式会社日神グループホールディングスを始めとするス

ポンサーグループのサポートを活用しながら、居住用不動産に特化したアセットの運用を行う。 

「住」に特化したファンド組成及び運用を中心に行うことで景気変動に大きく左右されない安定した運用を目

指す。 

1) 人口流入が続き、安定的な需要が見込まれる首都圏を中心に運用を行う。 

     2) スポンサーの特性を活かし、居住用不動産の土地をファンドで取得して開発を行う開発型私募ファン 

ドの組成を中心に運用を行う。 

        3) また、居住用不動産特化型の私募REITとして、2018年3月より日神プライベートレジリート投資法人の

運用を開始し、中長期的な資産の着実な成長と安定した収益の確保による投資主価値の最大化を目指し

た運用を行う。 

 

 

 

９．投資に関する意思決定プロセス 

 当社は顧客の資産運用に関連し、社内規程に基づき意思決定プロセスを定めている。当社と利害関係のな

い外部委員（不動産鑑定士）の賛成を必須の決議要件とする投資運用委員会の審議・決議を、意思決定プ

ロセスの中に設けている。 

 

 また、利害関係者との一定の取引に関しては、利害関係者取引規程を制定し、より厳格な意思決定プロセ

スを定めている。具体的には、当社と利害関係のない外部委員（公認会計士又は弁護士）の賛成を必須の

決議要件とするコンプライアンス委員会の審議・決議等を加重している。 

＜資産の取得又は処分に関する事項（利害関係者取引以外）＞ 

① 投資運用部門（リート運用部又は私募運用部）は、投資運用委員会への付議事項に該当する自らの

担当する事案に関して、コンプライアンス部長に上程する。 

② コンプライアンス部長は法令等遵守状況の確認を行い、投資運用委員会に当該事案を上程する。 

③ 投資運用委員会は、当該事案の審議を行い、承認された事案を取締役会に報告する。 

④ なお、コンプライアンス部長又は投資運用委員会の各段階で問題が発見された場合は、所轄部署に

対して中止又は内容変更の指示を行い、改めて上記意思決定手続きを行う。 

 

＜資産の取得又は処分に関する事項（利害関係者取引）＞ 

① 投資運用部門（リート運用部又は私募運用部）は、その内容についてコンプライアンス部長に上程

する。コンプライアンス部長が承認した場合は、当該行為はコンプライアンス委員会に上程され

る。コンプライアンス部長において、当該行為について異議がある場合は、中止又は内容変更の指

示とともに、所轄部署に差し戻す。 

② コンプライアンス委員会の可決・承認を経た後、投資運用委員会に上程される。コンプライアンス

委員会の可決・承認が得られなかった場合は、コンプライアンス委員会において、中止又は内容変

更の指示とともに、所轄部署に差し戻す。 

③ 投資運用委員会の可決・承認を経た後、当該利害関係者取引が受託投資法人を顧客とするものの場

合には受託投資法人の役員会に、それ以外の場合には当社の取締役会にそれぞれ上程される。投資

運用委員会の可決・承認が得られなかった場合は、投資運用委員会において、中止又は内容変更の

指示とともに、所轄部署に差し戻す。但し、コンプライアンス委員会の可決・承認を経たもののう

ち、投資運用委員会での審議過程でコンプライアンス上の課題が指摘されたものについては、コン

プライアンス委員会に差し戻す。 

④ 当該利害関係者取引が受託投資法人を顧客とするものの場合には、受託投資法人の役員会の可決・

承認を経た後、その承認決議に基づき、取締役会に上程される。受託投資法人の役員会の可決・承



 

 

 

日神不動産投資顧問㈱ 

認が得られなかった場合は、受託投資法人の役員会又は執行役員において、中止又は内容変更の指

示とともに、当社に差し戻される。 

⑤ 取締役会の可決・承認を経た後、その行為の実行が決定される。取締役会の可決・承認が得られな

かった場合は、取締役会において、中止又は内容変更の指示とともに、所轄部署に差し戻す。 

 

 

10．運用受託報酬・投資助言報酬 

報酬体系及び金額につきましては、案件ごとに運用資産の規模、立地、業務内容や案件の難易度等を勘案し、

顧客との協議により決定している。 

 

 

11．その他、特記事項 

 

 

 
 



 

 

 

 

野村不動産投資顧問㈱ 

会社名 野村不動産投資顧問株式会社 
 
所在地 〒 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目５番１号 

 電話 03-3365-8666(代表) ファックス 03-3365-1198 

   HPアドレス http://www.nre-am.co.jp/ 

代表者 代表取締役 三浦 公輝 

金融商品取引業登録番号 関東財務局長(金商)第374号 登録年月日 平成19年９月30日 

協会会員番号 012-02007   

業務開始年月 平成15年７月23日 資本金 ３億円 

作 成 部 署 企画部 電 話 03-3365-8666(代表) 

 

１．業の種別 

投資運用業 ①．法第２条第８項第12号イに係る業務 ②．法第２条第８項第12号ロに係る業務 

３．法第２条第８項第14号に係る業務 ４．法第２条第８項第15号に係る業務 

投資助言・代理業 ①．法第２条第８項第11号に係る業務 ２．法第２条第８項第13号に係る業務 

第一種・第二種業 １．法第28条第１項に係る業務 ②．法第28条第２項に係る業務 

 

２．主な営業所、子法人等、提携企業 

区分 名称 所在地 

- - - 

 

３．主な株主 

株主名 議決権 

保有比率 

 株主名 議決権 

保有比率 

野村不動産ホールディングス株式会社 100％   ％ 

 ％   ％ 

 ％   ％ 

 ％   ％ 

 ％   ％ 

 

４．財務状況（直近３年度分）  （単位：百万円）

決算期 投資顧問部門収益 全体収益 経常損益 当期純損益 純資産額 

2022年３月期 959 9,823 6,287 4,313 6,123 

2021年３月期 861 9,681 6,104 4,183 5,993 

2020年３月期 860 9,204 5,745 3,932 5,741 

 

５．組織 

①役職員総数  168  名 

②運用業務従事者数  82  名 

 内 ファンド･マネージャー数  3  名、平均経験年数 6 年 0 ヵ月 

③一般社団法人不動産証券化協会認定マスター保有者数  113  名 
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＜組織図＞ 
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６．投資運用契約に係る資産の金融商品取引行為の状況（直近１年度分） 

１．対象期間 2021年４月１日～2022年３月31日 

 

２．金融商品取引行為に係る取引の割合 

 相手方の商号 取引額の割合 備 考 

会員自らが顧客の相手方となった取引 . ％  

下記①に該当する 

法人との取引 

 . ％  

 . ％  

 . ％  

下記②に該当する 

法人との取引 

 . ％  

 . ％  

 . ％  

 . ％  

 . ％  

下記③に該当する 

法人との取引 

 . ％  

 . ％  

 . ％  

①顧客のために行う金融商品取引行為の相手方となった法人で、金融商品取引法施行令第15条の16に規定する親法人

等・子法人等 

②顧客のために行う金融商品取引行為の相手方となった法人で、その取引額が年間の顧客のために行った金融商品取

引行為に係る取引総額の10％以上である法人 

③顧客のために行う金融商品取引行為の相手方となった法人で、金融商品取引業等に関する内閣府令第126条第３号

に規定する関係外国法人等に該当する法人 
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 ７．契約資産 

（不動産関連特定投資運用業） 

① 契約資産状況（2022年３月末現在） （金額単位：百万円）

  投資運用 投資助言 

 

 

件数 

内 、 二 層

構 造 フ ァ

ン ド で の

親SPCとの

契約件数 

金額 

内 、 二 層

構 造 フ ァ

ン ド で の

親SPCとの

契約金額 

件数 

内 、 二 層

構 造 フ ァ

ン ド で の

親SPCとの

契約件数 

金額 

内 、 二 層

構 造 フ ァ

ン ド で の

親SPCとの

契約金額 

国

内 

不動産関連有価証券 22 1 143,783 5,297 4 - 40,415 - 

その他 - - - - - - - - 

国内 合計 22 1 143,783 5,297 4 - 40,415 - 

  

海

外 

不動産関連有価証券 1 - 8,822 - - - - - 

その他 - - - - - - - - 

海外 合計 1 - 8,822 - - - - - 

          

総合計 23 1 152,606 5,297 4 - 40,415 - 

 

② 投資対象別運用状況（2022年３月末現在） （金額単位：百万円）

 
件数 

内、二層構造ファンドで

の親SPCとの契約件数 
金額 

内、二層構造ファンドで

の親SPCとの契約金額 

国内不動産関連有価証券特化型 22 1 143,783 5,297 

国 内 そ の 他 - - - - 

国 内 合 計 22 1 143,783 5,297 

     

外国不動産関連有価証券特化型 1 - 8,822 - 

外 国 そ の 他 - - - - 

外 国 合 計 1 - 8,822 - 

     

グローバル不動産有価証券特化型 - - - - 

グ ロ ー バ ル そ の 他 - - - - 

グ ロ ー バ ル 合 計 - - - - 
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（投資一任業） 

① 契約資産状況（2022年３月末現在） （金額単位：百万円）

   投資運用 投資助言 

   件数 金額 件数 金額 

国

内 

法

人 

公的年金 - - - - 

私的年金 - - - - 

その他 - - 2 8,539 

計 - - 2 8,539 

個人 - - - - 

国内 計 - - 2 8,539 

       

海

外 

法

人 

年金 - - - - 

その他 - - - - 

計 - - - - 

個人 - - - - 

海外 計 - - - - 

       

総合計 - - 2 8,539 

注：投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。なお、全投資助言契約件数は、 2 件。 

 

②海外年金内訳（運用＋助言） 

米国 - 件 

 - 百万円 

欧州 - 件 

 - 百万円 

アジア - 件 

 - 百万円 

その他 - 件 

 - 百万円 

 

③ 投資対象別運用状況（2022年３月末現在） （金額単位：百万円）

 
国内 

株式特化 

国内 

債券特化 

国内 

その他 

海外 

株式特化 

海外 

債券特化 

海外 

その他 

グローバル 

株式特化 

グローバル 

債券特化 

グローバル 

その他 

件数 - - - - - - - - - 

金額 - - - - - - - - - 

 

④ 契約規模別分布状況（2022年３月末現在） （金額単位：百万円）

  10億円未満 
10～50億円 

未満 

50～100億円 

未満 

100～500億円 

未満 

500～1,000億円

未満 
1,000億円以上 

件数 - - - - - - 

 構成比(％) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

金額 - - - - - - 

 構成比(％) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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８．運用の特色（投資哲学、運用スタイル等） 

近年、資産運用業界においては、伝統的4資産（国内株式・国内債券・海外株式・海外債券） 
に加えて、オルタナティブ（代替）投資が拡大しており、値動きの異なる多様な資産に分散投資
する流れが加速しています。その中にあって、不動産は主要な投資対象として確立しつつありま
す。 
当社は、野村不動産グループの一員として、不動産の証券化が広がりはじめる1990年代後半とい
う草創期より、不動産を投資対象とした資産運用事業を本格展開して参りました。 
以来、業界のフロントランナーとして、私募不動産ファンドにはじまり、上場リート、私募リー
ト及び国内外におけるFoFs（ファンド・オブ・ファンズ）等、多彩なリスク・リターンの不動産
金融商品を投資家の皆様にご提供し、国内屈指の不動産運用会社に成長しております。 
また、最近では、投資家の皆様のグローバル投資ニーズに応えるため、資産運用ビジネスのグ
ローバル展開を加速しております。 
当社の企業理念は、「お客様を第一とした運用パフォーマンスの追求」です。 
当社の運用力の源泉でもある「不動産と向き合い続けた経験」を最大限に発揮し、野村不動産グ
ループが築き上げた資産運用のノウハウやネットワークを活用しながら、これからも国内外の投
資家の皆様の信頼に値する価値の創造を追求して参りたいと思います。 
そして、当社は、コンプライアンスの遵守はもとより、社会・事業環境の変化を適切に捉え、投
資家本位の業務運営、ESG不動産投資への取り組み等、皆様に強く支持される運用会社を目指し、
ガバナンスの充実に努めて参ります。 

【企業理念】 お客様を第一とした運用パフォーマンスの追求  
 いかなるときも受託者責任を基軸とし、投資家の皆様の信頼に応えるマネジメントを遂行し

ます。 
 野村不動産グループでの事業経験と高度な不動産知識を備えた人的リソースを活用し、投資

価値の見極めやマネジメントにおける高い付加価値を提供します。 
 野村不動産グループが長年の資産運用の経験で培ってきた組織力やネットワークを最大限活

用するとともに、投資家の皆様のニーズに応える新たな商品 ・ サービスの提供を追求しま
す。 

 野村不動産グループ等の利害関係者との間の取引については、利益相反取引を防止するための
体制を構築し、適切に管理します。 

 投資家の皆様のニーズに応えるため、グローバル展開を含む新たな事業領域への挑戦を続
け、さらなる成長を目指します。 

 
９．投資に関する意思決定プロセス 

当会社は、資産の運用又は投資助言にかかる顧客（投資法人、投資用のビークルであるSPCそ
の他の形態の法人又は組合、信託受託者等を想定しており、あわせて以下「ファンド等」といい
ます。）の資産の運用や投資助言に係る方針等を決定する意思決定機関として、投資委員会を設
置します。 

投資委員会は、原則週1回委員長の招集により開催されますが、その他必要に応じて随時開催
されます。投資委員会では、各ファンド等における資産の運用又は投資助言に係る基本方針、資
産に係る運用管理方針、各ファンド等のファイナンス等の重要な事項に関する方針について審議
を行い、当会社としての意思決定を行います。また、かかる各方針に基づいて、資産の取得又は
売却、運営管理、資金調達、投資法人の投資口の払戻し等のファンド等の資産の運用又は投資助
言に係る重要な事項に関して審議を行い、当会社としての意思決定を行うとともに、運用実績等
に関する分析及び評価を行います。 

投資委員会は、決議対象となる議案について議決権を有する委員全員の賛成により決議を採
択することをもってその意思決定をなすものとします。 
コンプライアンス・オフィサーは、コンプライアンス委員会の承認が必要とされる「利害関係

者との重要な取引」に該当すると判断する場合、その他その内容に鑑み必要と認めた場合には、
投資委員会に当該議案を付議する前にコンプライアンス委員会を開催し、法令・諸規則の遵守状
況その他コンプライアンス上の問題の有無について審議の上、その承認を行います。  
 
10．運用受託報酬・投資助言報酬 

 当社は様々な顧客のニーズに応えるため、多様なスキームの商品を提供しており、その投資対
象の種類も多岐に渡ります。そのため、当社が顧客より受け取る報酬の料率等の条件は、業務内
容や投資対象等を勘案し、顧客と相談のうえ、個別契約ごとに決定します。 
  


